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くFH‐ぼの来加択机,

本質バイオマス発電所の利用率の向上に努めています。
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く措置の来冠状況)
析エネルギー等電気利用法 (RPS法)で 義務付けられている祈エネルギー等電気相当量を
14r入しました。

特 記 手 項

く木本」lllエネルキー等による発電量の割合の拡大を図るための措置の実施状況)

現在のところ、末利用エネルギー等の利用の計画はありませんが、導入に向け努力しまえ

く人刀発電所における無効率の向上を凶るための増世の実肛状況)

調整用に使用している発電所については、部分負荷運転による効率低下を避けるべく、効率的
な趣用を行つています。

く府内の電気冊用者に対する地球温暖化の防止に資する取組の実施状況)

引き続き、省エネルギー提案ならびにESCO事業を推進することで、地球温暖化防止に努めます。

くてのltのttt採温暖化の防止に買耐する収組の実施状況)
自社オフィスでの節電、空櫛管理などの省エネの他、6FI(グ ツーン フ ューエル イ ニシアチ
ブ)構 想による森林系バイオマス燃料製遺事業への参画などによる再生可能エネルギーの利用
に進を進めていきます。
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フ ァ ク シ ミ ツ番 号

ファース トエスコ 代 表取締役社長

京都府地球温暖化対策条lZl第46条の規定により提出します。

該当する事業者要件
「 電気学薬法第 2条 力 1項 第 2号 に規定する一般電気事業者

電気事業法第 2条 第 1項 第 8号 に規定する特定規模電気事業者マ

事 業 の 概 要

車T 4ヽは、 い Vノ●, VノⅢ 宋 をF t A百●‐ に構七 工 4″ イ~フ ~● ネ f r宋“壊 7 F lしてい ま,。
◇省エネルギー支援サービス事業
当社のメイン事業として、初期投資なしでお客様の省エネルギー対策をサポートする事業

で 、

工場からスーパー等お客様のご要望に合わせたご提秦をしています。
◇グツーンエナジー事業
京都議定寄の発効で本格化するCし肖J滅ニーズに対応し、環境価値の高い新エネルギーによる
木質バイオマステップの発電所の開発 港 設及び運営を行つています。

◇電カビジネス事業
工場 オ フィスビル ス ーパー等大日から小日まで幅広く電力自由化対象事業所への
行 方 木 幕 J【叢 夕 行 ぅ イ し ヤヽ す

自社発電施設のラ マ 有           「 無
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◇発電事業年に係る取組方針
子会社の木質パイオマス発電所の電力をベース電源として利用しています。
木質バイオマス発電所の利用票の向上、及び調整用発電所の運転効率の向上により、
C02排出逮の削減に努めています。

◇その他の温暖化対策に係る取組方針
省エネルギー支援ナービス事業所管部門において、お客様に対し、省エネルギーの推進を
提案しています。

策
制
＞

地
の
＜

◇発電事業年に係る推進体制
グリーンエネジー事業所管部門および電カビジネス事業所管部門が中心となって
子会社の木質バイオマス発電所および調整用発電所と連携し、発電所の効率的な
運用に取り組んでいます。

◇その他の温暖化対策に係る推進体制
省エネルギー支援サービス事業所管部門を中心に、お客様に対し、省エネルギー関連情報を
積極的に提供しています。
その一環として,19年2月にNTTデータ (株)と 提携し、お客様のC02排出量管理を支援する
サービスを展Plしています。
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度 温室効果ガスの排出係数 (に―CO夕 /kwh)
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く蒼置の兵lt状況,

木質バイオマス発電所の利用率の向上、および調整用発電所での重油使用逮の低減に努め、
発電所の効率的な運用に取 り組んでいます。


